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〔職員数：定数27人〕

〔級別職員数〕 令和7年4月1日現在

 人  人  人  人  人  人  人  人

 ％  ％  ％  ％  ％  ％  ％  ％

２

〔人件費〕

〔職員給与費〕

〔平均年齢、給料・給与月額〕 〔期末手当・勤勉手当〕

（加算措置の状況）職制上の段階、職務の級による加算率 … 5％～15％

〔時間外勤務手当〕 〔その他の手当〕

（注）時間外手当には、休日勤務手当を含む。

〔特殊勤務手当〕

〔退職手当〕

人事行政の運営等の状況

大津菊陽水道企業団職員の勤務条件・給与等の状況について、令和６年度決算に基づき次のとおり公表します。

（水道事業は地方公営企業であるため、一般的な市町村などと給与費において公表事項が異なる部分があります。）

職員数及び任免の状況

部 門
職 員 数

退 職 者 採 用 者 増 減 増減の理由
令和6年4月1日 令和7年4月1日

公営企業 27  人 26  人 1  人 0  人 △1  人 死亡退職（公務外）

職 種 区 分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級

合計

企
業
職

標準的な
職務内容

主事、技師
の職務

高度な知識経験
を必要とする主
事、技師の職務

参事、主査
の職務

係長の職務及び
高度な知識経験
を必要とする参

事の職務

課長補佐の職務
次長、課長、
審議員の職務

事務局長の職務
及びその職務内
容がこれと同程
度である職務

11.5

職員数 7 2 3 7 3

（参考）
５年度の人件費率

3 1 26

構成比 26.9 7.7 11.5 26.9 11.5

 千円 217,453

3.8 100

職員の給与の状況

区 分 総 費 用（A） 純 損 益 人 件 費（B）
総費用に対する
人件費率（B/A）

 千円 17.86  ％ 15.49  ％

（注）人件費には、企業長・副企業長・議会議員・臨時職員等に支給される報酬や賃金などを含みます。

令和６年度 決算 1,217,526  千円 293,813

区 分 職 員 数
（A）

給 与 費 1人当たり給与費
（B/A）給 料 手 当 期末勤勉手当 計（B）

令和６年度 決算 26  人 98,051  千円 14,646  千円 39,745  千円 152,442  千円 5,863  千円

（注）職員給与費には、企業長・副企業長・議会議員・臨時職員等に支給される報酬や賃金などを含みません。

職 種 区 分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 区 分
1人当たり

平均支給年額
支給率

（月分） 期末手当 勤勉手当

企業職 令和7年4月分 42.5 320,574 円 361,210 円 令和６年度 1,529 千円 4.60 2.50 2.10

（注）給与とは、給料と各種手当（時間外・宿日直手当など）を含んだものです。

区 分 支給実績（年額）
1人当たり

平均支給年額
手当の名称 支給要件

支給単価
（月額）

令和６年度
支給実績

国の制度
との異同

令和６年度 2,706 千円 123 千円
扶養手当

子 10,000  円

1,968 千円 同その他 6,500  円

　※特定加算（満15歳～満22歳の子）　5,000円

住居手当 借家等 28,000  円以内 2,956 千円 同

区 分 支給実績（年額）
1人当たり

平均支給年額
通勤手当

交通機関利用 55,000  円以内
1,341 千円 同

交通用具使用 31,600  円以内

令和６年度 38 千円 1,727 円 宿日直手当
宿直（17:15～ 8:30） 7,000  円/回

3,591 千円 異
日直（ 8:30～17:15） 8,000  円/回

手当の名称 支給単価 管理職手当
事務局長、次長、
課長及び審議員の職

32,700円～42,400円 2,046 千円 異

緊急呼出手当 緊急呼出１回につき　1,000円 管理職特別
勤務手当

管理職手当受給者の
休日等における勤務

4,000  円/回

0 千円 異(週休日等で6時間以上の
場合 6,000 円/回)

区 分 勤続 20年 勤続 25年 勤続 35年 最高限度額 その他の加算措置 国の制度との異同

自己都合による 19.6695  月分 28.0395  月分 39.7575  月分 47.709  月分
早期退職特例措置
2～ 45％ 加 算

同
応募認定・定年による 24.586875  月分 33.27075  月分 47.709  月分 47.709  月分



〔職員の初任給の状況〕 令和7年4月1日現在 〔特別職の報酬の状況〕 令和7年4月1日現在

円

円

円

円

円

円

３

〔勤務時間〕 〔時間外・休日勤務の状況〕

４

〔分限・懲戒処分〕

（注1）分限処分とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に

 　　　行われる処分で、公務能率の維持を目的としてなされます。

（注2）懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うため

　 　　の処分で、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなさ

　 　　れます。

５

〔研修〕

６

〔福利厚生制度〕

　・安全衛生管理規程

　　労働安全衛生法に基づき、安全衛生推進者を設置し「安全衛生教育」及び「法定健康診断」を実施するもの。

〔実施状況〕

1

〔情報公開関係〕

区 分 初任給 国の制度との異同 区 分 報酬額

企業職

高校卒 188,000 円

同

報酬

企業長 50,000

（年額）

副企業長 43,000

大学卒 220,000 円
議長 40,000

副議長 37,000

議員 36,000

監査委員 7,000 （日額）

職員の勤務時間及び休暇等の状況

一週間の
勤務時間

始 業 終 業 休憩時間 区 分 総時間数
（年間）

1 人 当 た り
平 均 時 間時間外勤務 休日勤務

38 時間 45 分 8：30 17：15 12：00～13：00 令和６年度 1,205 時間 1,205 時間 0 時間 54.77  時間/年

〔休暇等の取得状況（R６.1.1～12.31）〕

区 分
取得日数

又は取得者数
職員の分限、懲戒処分の状況

年次有給休暇 390  日

区 分 対象者数

1人当たり平均取得日数 15.0  日/年

分限処分 なし

病気休暇 1  人

懲戒処分 なし

育児休業 2  人

介護休暇 0  人

研修の状況

区 分 受講者数 内　　容

能力開発・能力向上 13 人 県・町村会・研修協議会 他（環境・人権・IT人材・人事評価・防災・危機管理・事務等）

専門分野(水道事業) 30 人 日本水道協会（技術・事務・会計・研究・漏水防止等）、先進地研修 他

その他の研修等 8 人

福祉及び利益の保護の状況

区 分 対 象 者 内　　容 実施時期

定期健康診断 全 職 員 安全衛生管理規定に基づく、定期健康診断（受診後、特定保健指導を実施） 5月・10月

０件　　

不服申立て件数却下件数

情報公開条例の運用状況

大津菊陽水道企業団情報公開条例の運用状況

大津菊陽水道企業団情報公開条例に基づき運用状況を次のとおり公表します。

開示請求件数 不開示決定件数

　　　　　０件 　　　　　０件 　　　　　０件

開示決定件数
全部開示 一部開示

　　　　  ０件 　　　　  ０件


